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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期

会計期間

自2022年
　９月１日
至2023年
　２月28日

自2023年
　９月１日
至2024年
　２月29日

自2024年
　９月１日
至2025年
　２月28日

自2022年
　９月１日
至2023年
　８月31日

自2023年
　９月１日
至2024年
　８月31日

売上高 （千円） 207,728 218,857 232,897 404,047 436,830

経常利益 （千円） 27,629 11,807 42,975 16,169 21,423

中間（当期）純利益 （千円） 18,677 7,899 31,391 12,679 25,768

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） - - - - -

資本金 （千円） 997,500 997,500 997,500 997,500 997,500

発行済株式総数 （株） 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400

純資産額 （千円） 1,799,938 1,807,240 1,861,900 1,798,341 1,823,709

総資産額 （千円） 2,680,546 2,648,088 2,656,844 2,682,435 2,649,892

１株当たり純資産額 （円） 18,376.10 18,422.43 18,950.65 18,331.71 18,618.78

１株当たり中間（当期）純利

益
（円） 191.05 80.54 319.86 129.53 262.86

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
（円） - - - - -

１株当たり配当額 （円） - - - - -

自己資本比率 （％） 67.1 68.2 70.1 67.0 68.8

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 20,005 13,381 37,607 26,316 56,668

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △7,186 △19,240 414 △21,344 △20,539

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △41,570 △32,545 △28,932 △31,945 △67,289

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） 551,493 514,866 531,199 553,271 522,110

従業員数

（人）

54 57 50 53 53

［外、平均臨時雇用者数] [28] [29] [31] [29] [28]

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を示すと次の

とおりであります。

2025年２月28日現在
 

事業部門の名称 従業員数

ハウス部門 13名（13）

コース管理部門 14名（ 5）

営業部門 23名（13）

合計 50名（31）

 

（注）１.従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当中間会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。

２.ハウス部門として記載されている従業員数は、管理部門・スタート室・フロントが所属しているものであり

ます。

 

(2）労働組合の状況

　該当ありません。なお、労使関係はおおむね良好であります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　(1）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標等に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

 

　(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。

　また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

２【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりでありま

す。

①経営成績

　当社における、当中間会計期間の入場者数は、メンバー3,049名、ビジター18,222名、合計21,271名となり、前

年同期に比べ421名(1.9％)の減少となりました。しかし、客単価が前年同期に比べ568円増加したこと等により、

営業収入(売上高)は、232,897千円(前年同期比6.4％増)になりました。

　一方、販売費及び一般管理費につきましては、人件費及び消耗品費の減少等により、14,221千円(前年同期比

6.8％)減少しました。

　その結果、経常利益42,975千円(前年同期比264.0％増)、中間純利益31,391千円(前年同期比297.4％増)になりま

した。

　当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、部門別の業績を示すと

次のとおりであります。

部門別売上構成

部門別区分 金額（千円） 前年同期比（％）

ゴルフ収入 211,048 104.0

年会費収入 12,914 198.6

手数料収入 4,327 95.8

商品売上高 4,607 93.3

合計 232,897 106.4
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入場者実績

項目
期別
月別

メンバー ビジター 合計

第52期 第53期 増減 第52期 第53期 増減 第52期 第53期 増減

９月 485 482 △3 2,770 2,786 16 3,255 3,268 13

10 622 543 △79 3,887 3,667 △220 4,509 4,210 △299

11 531 482 △49 3,861 3,607 △254 4,392 4,089 △303

12 523 529 6 3,209 3,357 148 3,732 3,886 154

１ 544 512 △32 2,429 2,374 △55 2,973 2,886 △87

２ 528 501 △27 2,303 2,431 128 2,831 2,932 101

合計 3,233 3,049 △184 18,459 18,222 △237 21,692 21,271 △421

 

②財政状態

　当中間会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ6,952千円(0.3％)増加し、2,656,844千円となりました。

これは、流動資産が13,223千円増加及び固定資産が6,271千円減少したことによるものです。流動資産の増加は主

に現金及び預金の9,088千円増加によるものです。

　当中間会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ31,239千円(3.8％)減少し、794,943千円となりました。こ

れは主に長期借入金の返済で28,698千円減少したことによるものです。

　当中間会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ38,191千円（2.1％）増加し、1,861,900千円とな

りました。これは主に自己株式の売却に伴うその他資本剰余金の増加2,000千円、さらに中間純利益31,391千円を

計上したことによるものです。

　以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の68.8％から70.1％になりました。

　また、セグメントごとの資産、負債等は、単一セグメントであるため、記載しておりません。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間会計期間末に比べ16,332千円増

加し、当中間会計期間末には531,199千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は37,607千円(前年同期は13,381千円の獲得)となりまし

た。これは主に、税引前中間純利益が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間会計期間において投資活動の結果獲得した資金は414千円(前年同期は19,240千円の使用）となりました。

これは、有形固定資産の売却及び取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は28,932千円(前年同期は32,545千円の使用)となりまし

た。これは、主に長期借入金の返済による支出、会員預り金の返金によるものです。

 

④生産、受注及び販売の実績

　当社はゴルフ場経営を主たる事業としているため、生産及び受注の状況は記載しておりません。また、販売の状

況については、「経営成績等の状況の概要」において記載しております。
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(2）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　文中の将来に関する事項は、半期報告書提出日現在において、当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含

んでおり、さまざまな要因によって予想とは異なる可能性があります。

 

①当中間会計期間の経営成績の分析

　経営成績につきましては、「２　事業の状況　３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析（1）経営成績等の状況の概要」に記載した事項をご参照ください。

 

②経営成績に重要な影響を与える要因について

　アフターコロナの中で、旅行業を中心として娯楽関連への売上は回復しており、その娯楽時間の奪い合いへと変

化しています。一方、景気は緩やかに持ち直してきましたが、エネルギー価格の高騰や為替相場などの要因によ

り、経費が増加傾向にあることから、少なからず売上に影響を及ぼすことが考えられ、今後の業況は厳しいことが

予想されます。

 

③経営戦略の現状と見通し

　これらの状況を踏まえて、継続して開所当時のコースレイアウトへの復元を考慮したゴルフ場への整備、ゴル

ファーが利用しやすい環境の提供、また、社員教育の充実も図りながら、徹底して来場者に満足していただけるよ

うな魅力あるゴルフ場づくりに努めています。また、当社ホームページから２４時間Ｗｅｂ予約可能となるサービ

スも順調に推移しており、より多くの入場者の確保を目指しております。

 

 

④資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済

し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機

関からの借入で補います。なお、当中間会計期間末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

 

⑤経営者の問題認識と今後の方針について

　当社は開場以来、メンバーシップのゴルフ場として歩んできました。このような形態を取ることにより、メン

バー相互間の親睦をはかり、クオリティーのより高いゴルフ場を目指して、来場者の増加を図りたいと考えていま

す。また今後も、プロゴルフトーナメントや大会を積極的に行い、全国的にアピールして行きたいと考えておりま

す。

 

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 238,650

計 238,650

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数（株）

（2025年２月28日）
提出日現在発行数（株）
（2025年５月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 98,400 98,400 非上場
単元株式数

150株

計 98,400 98,400 － －

　（注）当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2024年9月1日～

2025年2月28日
－ 98,400 － 997,500 － 294,500
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（５）【大株主の状況】

  2025年2月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

大野　裕幸 熊本県熊本市中央区 4,800 4.89

山口　恭廣 熊本県熊本市北区 3,150 3.21

児玉　文雄 熊本県熊本市東区 2,400 2.44

田中　信敬 熊本県熊本市中央区 2,100 2.14

㈱田中材木店 熊本県熊本市中央区琴平２－４－１０ 1,650 1.68

児玉　文洋 熊本県熊本市東区 1,650 1.68

田中　信敏 熊本県熊本市中央区 1,350 1.37

㈱オークス熊本 熊本県熊本市中央区上通町６－８ 1,050 1.07

山口　仁子 熊本県熊本市中央区 900 0.92

松浦　郁子 熊本県熊本市中央区 900 0.92

㈱熊本銀行 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目29-20 900 0.92

計 － 20,850 21.22

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年２月28日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式（自己株式等） - - -

議決権制限株式（その他） - - -

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

150
- -

完全議決権株式（その他）
普通株式

98,250
655 -

単元未満株式 - - -

発行済株式総数 98,400 - -

総株主の議決権 - 655 -

 

②【自己株式等】

2025年２月28日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

菊陽緑化興産

株式会社

熊本県菊池郡菊陽町

曲手838番地
150 - 150 0.15

計 － 150 - 150 0.15
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあ

りません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2024年９月１日から2025年２月28日

まで）の中間財務諸表について、くまもと監査法人により中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年８月31日)
当中間会計期間
(2025年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 732,110 741,199

未収入金 12,682 17,767

商品 4,653 4,281

貯蔵品 2,396 1,777

前払費用 2,242 2,727

立替金 803 359

流動資産合計 754,889 768,112

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※２ 112,524 ※２ 107,368

構築物（純額） 8,883 8,473

機械及び装置（純額） 2,734 3,856

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 22,098 18,368

土地 ※２ 882,497 ※２ 882,497

コース勘定 810,188 810,188

立木 26,580 26,580

リース資産（純額） 8,480 11,380

建設仮勘定 176 176

有形固定資産合計 ※１ 1,874,164 ※１ 1,868,889

無形固定資産   

電話加入権 1,039 1,039

ソフトウエア ※３ 7,692 ※３ 6,714

ソフトウエア仮勘定 116 116

無形固定資産合計 8,849 7,871

投資その他の資産   

出資金 20 20

長期前払費用 64 38

長期未収入金 1,203 1,231

差入保証金 66 45

繰延税金資産 10,634 10,634

投資その他の資産合計 11,989 11,970

固定資産合計 1,895,003 1,888,731

資産合計 2,649,892 2,656,844
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年８月31日)
当中間会計期間
(2025年２月28日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,643 1,802

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 59,479 ※２ 61,563

リース債務 2,662 3,631

未払金 34,509 18,501

未払費用 950 738

未払法人税等 8,909 18,472

未払消費税等 ※４ 7,991 ※４ 10,509

前受金 1,248 2,861

預り金 5,476 8,264

賞与引当金 5,980 4,633

流動負債合計 128,851 130,978

固定負債   

長期借入金 ※２ 369,928 ※２ 339,146

リース債務 6,744 8,884

退職給付引当金 13,959 13,514

役員退職慰労引当金 24,300 25,320

長期預り金 282,400 277,100

固定負債合計 697,331 663,965

負債合計 826,182 794,943

純資産の部   

株主資本   

資本金 997,500 997,500

資本剰余金   

資本準備金 294,500 294,500

その他資本剰余金 17,340 19,340

資本剰余金合計 311,840 313,840

利益剰余金   

利益準備金 21,320 21,320

その他利益剰余金   

別途積立金 453,000 453,000

繰越利益剰余金 47,249 78,640

利益剰余金合計 521,569 552,960

自己株式 △7,200 △2,400

株主資本合計 1,823,709 1,861,900

純資産合計 1,823,709 1,861,900

負債純資産合計 2,649,892 2,656,844
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2023年９月１日
　至　2024年２月29日)

当中間会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

売上高 218,857 232,897

売上原価 3,684 2,641

売上総利益 215,173 230,256

販売費及び一般管理費 208,629 194,408

営業利益 6,543 35,847

営業外収益 ※１ 8,008 ※１ 9,557

営業外費用 ※２ 2,743 ※２ 2,430

経常利益 11,807 42,975

特別利益 ※３ 1,499 ※３ 2,199

特別損失 ※４ 1,499 -

税引前中間純利益 11,807 45,175

法人税等 3,908 13,784

中間純利益 7,899 31,391
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　2023年９月１日　至　2024年２月29日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 997,500 294,500 15,340 309,840 21,320 453,000 21,481 495,801

当中間期変動額         

中間純利益 - - - - - - 7,899 7,899

自己株式の取得 - - - - - - - -

自己株式の処分 - - 1,000 1,000 - - - -

当中間期変動額合計 - - 1,000 1,000 - - 7,899 7,899

当中間期末残高 997,500 294,500 16,340 310,840 21,320 453,000 29,380 503,700

 

    

 株主資本

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

当期首残高 △4,800 1,798,341 1,798,341

当中間期変動額    

中間純利益 - 7,899 7,899

自己株式の取得 △4,800 △4,800 △4,800

自己株式の処分 4,800 5,800 5,800

当中間期変動額合計 - 8,899 8,899

当中間期末残高 △4,800 1,807,240 1,807,240
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当中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 997,500 294,500 17,340 311,840 21,320 453,000 47,249 521,569

当中間期変動額         

中間純利益 - - - - - - 31,391 31,391

自己株式の取得 - - - - - - - -

自己株式の処分 - - 2,000 2,000 - - - -

当中間期変動額合計 - - 2,000 2,000 - - 31,391 31,391

当中間期末残高 997,500 294,500 19,340 313,840 21,320 453,000 78,640 552,960

 

    

 株主資本

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

当期首残高 △7,200 1,823,709 1,823,709

当中間期変動額    

中間純利益 - 31,391 31,391

自己株式の取得 △4,800 △4,800 △4,800

自己株式の処分 9,600 11,600 11,600

当中間期変動額合計 4,800 38,191 38,191

当中間期末残高 △2,400 1,861,900 1,861,900

 

EDINET提出書類

菊陽緑化興産株式会社(E04675)

半期報告書

16/30



④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2023年９月１日
　至　2024年２月29日)

当中間会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 11,807 45,175

固定資産売却益 - △2,199

減価償却費 14,828 12,762

補助金収入 △1,499 -

固定資産圧縮損 1,499 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △57 △1,346

退職給付引当金の増減額（△は減少） 614 △444

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,020 1,020

受取利息及び受取配当金 △0 △37

支払利息 2,716 2,381

売上債権の増減額（△は増加） △5,253 △5,113

棚卸資産の増減額（△は増加） △948 991

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,443 △47

その他の固定資産の増減額（△は増加） △90 46

仕入債務の増減額（△は減少） 959 159

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,639 2,518

預り金の増減額（△は減少） 1,293 2,788

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,095 △14,600

その他の固定負債の増減額（△は減少） - 440

小計 16,597 44,492

利息及び配当金の受取額 0 37

利息の支払額 △2,697 △2,383

法人税等の支払額 △518 △4,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,381 37,607

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 - 2,200

有形固定資産の取得による支出 △16,142 △1,785

無形固定資産の取得による支出 △3,088 -

その他の支出 △10 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,240 414

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 43,900 -

長期借入金の返済による支出 △72,570 △28,698

自己株式の取得による支出 △4,800 △4,800

自己株式の売却による収入 5,800 11,600

会員預り金の返還による支出 △3,100 △5,300

リース債務の返済による支出 △1,775 △1,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,545 △28,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,404 9,088

現金及び現金同等物の期首残高 553,271 522,110

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 514,866 ※１ 531,199
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

　　商品及び貯蔵品

 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 

２．固定資産の減価償却の方法

　（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

　（2）無形固定資産

　定額法を採用しております。耐用年数については、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５

年）を採用しております。

　（3）リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

　（1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　（2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

　（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　（4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　　ゴルフ収入

①入場料および施設利用料

ゴルフコースの利用サービスを提供しており、サービス提供を行った時点で収益を認識しております。

②キャディフィー

キャディサービスを提供しており、サービス提供を行った時点で収益を認識しております。

 

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。
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（中間貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2024年８月31日）

当中間会計期間
（2025年２月28日）

1,391,917千円 1,397,658千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 有形固定資産中、下記資産は設備資金等の借入に充てるため、担保に供しております。

 
前事業年度

（2024年８月31日）
当中間会計期間

（2025年２月28日）

建物 94,848千円 92,104千円

土地 735,957 735,957

計 830,805 828,061

 

 担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年８月31日）
当中間会計期間

（2025年２月28日）

１年内返済予定の長期借入金 43,404千円 43,404千円

長期借入金 240,996 219,294

計 284,400 262,698

 

※３ 圧縮記帳額

 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（2024年８月31日）
当中間会計期間

（2025年２月28日）

圧縮記帳額 1,499千円 1,499千円

　（うち、ソフトウエア） 1,499 1,499

 

※４ 消費税等の取扱い

 当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」とし

て表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

※１ 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

受取利息 0千円 37千円

登録名義変更料 5,300 6,200

 

　　※２ 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

支払利息 2,716千円 2,381千円
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※３ 特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

国庫補助金収入 1,499千円 - 千円

固定資産売却益 - 2,199

 

※４ 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

固定資産圧縮損 1,499千円 - 千円

 

　　　５ 減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

有形固定資産 13,906千円 11,784千円

無形固定資産 921 977

 

　６ 法人税等の表示方法

 当中間会計期間及び前中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等

調整額は「法人税等」に含めて表示しています。

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　2023年９月１日　至　2024年２月29日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 98,400 - - 98,400

合計 98,400 - - 98,400

自己株式     

普通株式（注） 300 300 300 300

合計 300 300 300 300

　(注) 自己株式の増加は、2023年11月29日開催の定時株主総会決議に基づく取得によるものであります。

　　　 自己株式の減少は、新規会員の入会に伴う新株式の発行に代えて、自己株式を処分したものであります。
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当中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 98,400 - - 98,400

合計 98,400 - - 98,400

自己株式     

普通株式（注） 450 300 600 150

合計 450 300 600 150

　(注) 自己株式の増加は、2024年11月29日開催の定時株主総会決議に基づく取得によるものであります。

　　　 自己株式の減少は、新規会員の入会に伴う新株式の発行に代えて、自己株式を処分したものであります。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　　※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

　　　　　りであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年2月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

現金及び預金勘定 724,866千円 741,199千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △210,000 △210,000

現金及び現金同等物 514,866 531,199
 

 

　　　２．重要な非資金取引の内容

　　　　　ファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

ファイナンス・リース取引に係る資産の額 -千円 4,404千円

ファイナンス・リース取引に係る負債の額 - 4,844

 

（リース取引関係）

　　　　（借主側）

　　　　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1）リース資産の内容

有形固定資産

事務用機器（工具、器具及び備品）及び車両運搬具等であります。

（2）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度（2024年８月31日）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（1）未収入金 12,682 12,682 -

資産計 12,682 12,682 -

（1）買掛金 1,643 1,643 -

（2）未払金 34,509 34,509 -

（3）長期借入金 429,408 427,781 △1,626

（4）リース債務 9,406 8,977 △428

（5）長期預り金 282,400 282,400 -

負債計 757,366 755,311 △2,054

    

(※1)

 

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、注記を省略しております。

 

 
当中間会計期間（2025年２月28日）

（単位：千円）

  中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 未収入金 17,767 17,767 -

 資産計 17,767 17,767 -

(1) 買掛金 1,802 1,802 -

(2) 未払金 18,501 18,501 -

(3) 長期借入金 400,710 395,772 △4,937

(4) リース債務 12,516 12,082 △433

(5) 長期預り金 277,100 277,100 -

 負債計 710,629 705,258 △5,371

 

(※1)

 

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、注記を省略しております。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお

ります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象

となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の算定に係るインプットを

用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で中間貸借対照表及び貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年８月31日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（2025年2月28日）

該当事項はありません。

 

(2) 時価で中間貸借対照表及び貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年８月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル2 レベル3 合計

未収入金 - 12,682 - 12,682

資産計 - 12,682 - 12,682

買掛金 - 1,643 - 1,643

未払金 - 34,509 - 34,509

長期借入金 - 427,781 - 427,781

リース債務 - 8,977 - 8,977

長期預り金 - 282,400 - 282,400

負債計 - 755,311 - 755,311

 

当中間会計期間（2025年2月28日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル2 レベル3 合計

未収入金 - 17,767 - 17,767

資産計 - 17,767 - 17,767

買掛金 - 1,802 - 1,802

未払金 - 18,501 - 18,501

長期借入金 - 395,772 - 395,772

リース債務 - 12,082 - 12,082

長期預り金 - 277,100 - 277,100

負債計 - 705,258 - 705,258

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

未収入金

時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

 

買掛金、未払金及び長期預り金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信

用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

 

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しています。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　2023年９月１日 至　2024年２月29日）

　　　　　　　（単位：千円）

項目 金額

ゴルフ収入               202,901

年会費収入                 6,501

手数料収入                 4,517

商品売上高                 4,938

外部顧客への売上高               218,857

 

当中間会計期間（自　2024年９月１日 至　2025年２月28日）

　　　　　　　（単位：千円）

項目 金額

ゴルフ収入 211,048

年会費収入 12,914

手数料収入 4,327

商品売上高 4,607

外部顧客への売上高 232,897

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)４．収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期

間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報

　契約負債は、当社が顧客に対して販売した商品券およびゴルフコンペの商品として交付した割引券に関するも

のであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2023年９月１日　至　2024年２月29日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごと

の売上高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごと

の売上高の記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（2024年８月31日）
当中間会計期間

（2025年２月28日）

１株当たり純資産額 18,618.78 18,950.65

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 1,823,709 1,861,900

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） - -

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（千円） 1,823,709 1,861,900

普通株式の発行済株式数（株） 98,400 98,400

普通株式の自己株式数（株） 450 150

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
97,950 98,250

 

 
前中間会計期間

（自　2023年９月１日
至　2024年２月29日）

当中間会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

１株当たり中間純利益 80.54円 319.86

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 7,899 31,391

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る中間純利益（千円） 7,899 31,391

普通株式の期中平均株式数（株） 98,076 98,141

　（注）　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　　(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度（第52期）（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）2024年11月29日九州財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  2025年5月29日

菊陽緑化興産　株式会社   

 取締役会　御中  

 

 くまもと監査法人  

 　熊本県熊本市  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 入江　佳隆

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　裕彦

 

 
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる菊陽緑化興産株式会社の2024年９月１日から2025年８月31日までの第53期事業年度の中間会計期間（2024年９月１日
から2025年２月28日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、菊陽緑化興産株式会社の2025年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2024年９月１日
から2025年２月28日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上

 

　（※）１．上記の中間監査報告書の原本は、当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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